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平成 30年度における国立研究開発法人情報通信研究機構の 

業務実績評価の方針（案） 

１．基本的考え方  

（１）本方針は、国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「機構」という。）にお

ける独立行政法人通則法第 35 条の６に基づいて実施する各事業年度に係る業務

の実績の方針を定めるものとする。 

（２） 評価は、「独立行政法人の評価に関する指針 ※」（総務大臣決定。以下「指針」

という。）に基づき実施 する。※平成 26年９月２日策定 平成 31年３月 12日改定  

（３）評価に当たっては、「研究開発成果の最大化 ※」と「適正、効果的かつ効率的

な業務運営」の両立の実現 につながるよう、留意する。 

  ※「研究開発成果の最大化」 
     国民の生活、経済、文化の健全な発展その他の公益に資する研究開発成果の創出を国

全体として「最大化」すること。（独立行政法人の目標の策定に関する指針Ⅲ１（２）） 

 

２．評価の方法  

（１）機構の評価は、機構の自己評価結果を活用 し、大別して次の２つにより行う。 

① 項目別評定：中長期目標に設定した項目を評価単位として評価 

② 総合評定  ：項目別評定を基礎とし法人全体を評価 

（２）年度評価は、中長期目標・中長期計画の実施状況を確認しつつ、研究開発に係

る事務及び事業については目標の策定時に設定した評価軸に沿って 、研究開発以

外の事務及び事業についてはそれぞれの事務及び事業の特性に応じた評価の視

点 から行う。 

 

３．項目別評定  

（１）評価項目 

   評価単位は次のとおりとする。 

１．センシング基盤分野（機構法第 14条第 1項第 3号から第 5号までの

業務を含む） 

２．統合ＩＣＴ基盤分野 

３．データ利活用基盤分野 

４．サイバーセキュリティ分野 

５．フロンティア研究分野 

６．研究開発成果を最大化するための業務 

７．研究支援業務・事業振興業務等 

８．業務運営の効率化に関する事項 

９．財務内容の改善に関する事項 

10．その他業務運営に関する重要事項 
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（２）評価軸等 

  ① ＩＣＴ分野の基礎的・基盤的な研究開発等（１～５） 

    評価指標を基準として、評価軸に基づき評価 を行う。 

    研究開発課題は、様々な研究開発段階（基礎、応用、実用、社会実装、標準

化等）を内包していることから、３つの評価軸を全て適用し、研究開発段階及

び特性を勘案して総合的に評価 を行う。（別紙参照） 

   【評価軸】 

    ●研究開発等の取組・成果の科学的意義（独創性、革新性、先導性、発展性

等）が十分に大きなものであるか。 

    ●研究開発等の取組・成果が社会課題・政策課題の解決につながるものであ

り、または、それらが社会的価値の創出に十分に貢献するものであるか。 

    ●研究開発等の成果を社会実装につなげる取組（技術シーズを実用化・事業

化に導く等）が十分であるか。 

  ② 研究開発成果を最大化するための業務（６） 

    評価指標を基準として、評価軸に基づき評価 を行う。 

    複数の評価軸を用いて各項目の業務内容及び研究開発のフェーズ等を勘案

して総合的に評価 を行う。（別紙参照） 

  ③ 研究開発以外の事務及び事業（７～10） 

    中長期目標及び中長期計画の達成に向けた 進捗状況を把握し、適正かつ効率

的な業務運営がなされているかを評価の視点 として評価を行う。 

   （例） 

    ・中長期計画に数値目標が記述されていれば、数値により進捗状況の把握が

行われているか。 

    ・中長期目標期間における達成目標と当該年度での実績又は達成度を比較し

て評価されているか。 

（３）評定 

   各評価項目の業務実績を評価軸等に基づき評価し、５段階（ＳＡＢＣＤ）で評

定する。 

Ｓ：【特に顕著な成果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等】 

  （所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果。定量的指標では計画値

の 120％以上で、かつ質的に顕著な成果） 

Ａ：【顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等】 

  （所期の目標を上回る成果。対計画値の 120％以上） 

Ｂ：【成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営】 

  （所期の目標を達成している。対計画値の 100％以上 120％未満） 

Ｃ：【より一層の工夫、改善等が期待】 

  （所期の目標を下回っており、改善を要する。対計画値の 80％以上 100％

未満） 

Ｄ：【抜本的な見直しを含め特段の工夫、改善等が求められる】 

  （所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める。
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対計画値の 80％未満） 

 ※【 】内は研究開発にかかる評定区分、（ ）内は研究開発以外の事務･事業

に係る評定区分 

 ※評価に併せ、必要に応じ、改善すべき事項、目標設定の妥当性等を記述。 

（４）各評価項目の担当委員等は、別添１のとおり。 

 

４．総合評定  

・項目別評定を踏まえ、総合的な視点から項目別評定の総括及び全体評定に

影響を与える事象について記述。（記述による全体評定） 

・項目別評定及び記述による全体評定を総合的に勘案し、評語による評定を

付す（評語による評定） 

（１）記述による全体評定 

  項目別評定を踏まえ、総合的な視点から、次の事項の他、評価に必要な事項を記

述する。 

  ○項目別評定の総括 

   ・項目別評定のうち重要な項目の実績及び評価の概要 

   ・評価に影響を与えた外部要因のうち特記すべきもの   等 

  ○全体評定に影響を与える事象 

   ・中長期計画に記載されている事項以外の特筆すべき業績   等 

（２）評語による評定 

   評定区分については、「３．項目別評定」と同じ。 

５．スケジュール  

 別添２のとおり。なお、スケジュールは現時点の想定であり、評価の進捗等によ

って変更することがある。 



４ 
  

 

国立研究開発法人情報通信研究機構の評価軸等（案） 

 

項目 評価軸 指標 

１．ＩＣＴ分野の基礎的・基盤的な研究開発等 

（１）センシング基盤分野 

（２）統合ＩＣＴ基盤分野 

（３）データ利活用基盤分野 

（４）サイバーセキュリティ分野 

（５）フロンティア研究分野 

 

【評価軸】 

●研究開発等の取組・成果の科学的意義（独創性、

革新性、先導性、発展性等）十分に大きなもの

であるか。 

●研究開発等の取組・成果が社会課題・政策課題

の解決につながるものであり、または、それら

が社会的価値の創出に十分に貢献するものであ

るか。 

●研究開発等の成果を社会実装につなげる取組

（技術シーズを実用化・事業化に導く等）が十

分であるか。 

【評価指標】 

●具体的な研究開発成果 

●研究開発成果の移転及び利用の状況 

●報道発表や展示会出展等を受けた各種メディア

媒体の反響状況 

●共同研究や産学官連携の状況 

●（個別の研究開発課題における）標準や国内制

度の成立寄与状況 

●データベース等の研究開発成果の公表状況 

 

【モニタリング指標】 

●査読付き論文数 

●論文の合計被引用数 

●研究開発成果の移転及び利用に向けた活動件数

（実施許諾件数等） 

●報道発表や展示会出展等の取組件数 

●（個別の研究開発課題における）標準化や国内

制度化の寄与件数 
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２.研究開発成果を最大化するための業務   

（１）技術実証及び社会実証のためのテストベッ

ド構築 

【評価軸】 

●ハイレベルな研究開発を行うためのテストベッ

ドが構築されているか。 

●機構内外の利用者にとりテストベッドが有益な

技術実証・社会実証につながっているか。 

●取組がオープンイノベーション創出につながっ

ているか。 

●取組が研究開発成果の国際的普及や日本企業の

国際競争力強化につながっているか。 

 

【評価指標】 

●研究開発成果を最大化するための取組成果 

●機構内外によるテストベッドの利用結果 

 

【モニタリング指標】 

●機構内外によるテストベッドの利用件数 

（２）オープンイノベーション創出に向けた産学

官連携等の強化 

【評価軸】 

●取組がオープンイノベーション創出につながっ

ているか。 

●取組が標準化につながっているか。 

●取組が研究開発成果の国際的普及や日本企業の

国際競争力強化につながっているか。 

 

【評価指標】 

●研究開発成果を最大化するための取組成果 

●機構内外によるテストベッドの利用結果 

●産学官連携等の活動状況 

●国際展開の活動状況 

 

【モニタリング指標】 

●機構内外によるテストベッドの利用件数 

●機構外との共同研究数 

●機構外との研究者の交流数 
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（３）耐災害ＩＣＴの実現に向けた取組の推進 【評価軸】 

●機構内外の利用者にとりテストベッドが有益な

技術実証・社会実証につながっているか。 

●取組が耐災害ＩＣＴ分野の産学官連携につなが

っているか。 

●取組が標準化につながっているか。 

●取組が研究開発成果の国際的普及や日本企業の

国際競争力強化につながっているか。 

 

【評価指標】 

●研究開発成果を最大化するための取組成果 

●産学官連携等の活動状況 

 

【モニタリング指標】 

●産学官連携の案件数 

 

（４）戦略的な標準化活動の推進 【評価軸】 

●取組がオープンイノベーション創出につながっ

ているか。 

●取組が標準化につながっているか。 

●取組が研究開発成果の国際的普及や日本企業の

国際競争力強化につながっているか。 

 

【評価指標】 

●研究開発成果を最大化するための取組成果 

●標準や国内制度の成立寄与状況 

 

【モニタリング指標】 

●標準化や国内制度化の寄与件数 

 

（５）研究開発成果の国際展開の強化 【評価軸】 

●取組がオープンイノベーション創出につながっ

ているか。 

●取組が標準化につながっているか。 

●取組が研究開発成果の国際的普及や日本企業の

国際競争力強化につながっているか。 

 

【評価指標】 

●研究開発成果を最大化するための取組成果 

●産学官連携等の活動状況 

●標準や国内制度の成立寄与状況 

●国際展開の活動状況 

 

【モニタリング指標】 

●標準化や国内制度化の寄与件数 
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（６）サイバーセキュリティに関する演習 【評価軸】 

●取組が最新のサイバー攻撃に対応できるものと

して適切に実施されたか。 

【評価指標】 

●研究開発成果を最大化するための取組成果 

 

【モニタリング指標】 

●演習の実施回数又は参加人数 

 

（７）パスワード設定等に不備のある IoT 機器の

調査 

【評価軸】 

●取組が IoT 機器のサイバーセキュリティ対策

の一環として計画に従って着実に実施された

か。 

【評価指標】 

●研究開発成果を最大化するための取組成果 

●IoT 機器調査に関する業務の実施状況 

 

【モニタリング指標】 

●調査した IoT 機器数 

 

３.機構法第 14条第 1項第 3号から第 5号までの

業務 

【評価軸】 

●業務が継続的かつ安定的に実施されているか。 

【評価指標】 

●各業務の実施結果としての利用状況 

 

【モニタリング指標】 

●各業務の実施状況 
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国立研究開発法人情報通信研究機構の業務実績評価に係る担当委員について（案） 

評価項目 No. 担当 日時 
Ⅰ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項  

 １．ＩＣＴ分野の基礎的・基盤的な研究開発等  

  

（１）センシング基盤分野 

（リモートセンシング技術、宇宙環境計測技術、時空標準技

術、電磁環境技術） 

（日本標準時、宇宙天気予報、較正業務等を含む） 

１ 

藤井委員 

前原専門委員 

村瀬専門委員 

6/13(木) 

10:00～11:00 

  

（２）統合ＩＣＴ基盤分野 

（革新的ネットワーク技術、ワイヤレスネットワーク基盤技

術、フォトニックネットワーク基盤技術、光アクセス基盤

技術、衛星通信技術） 

２ 

尾家委員 

前原専門委員 

森井専門委員 

6/27(木) 

14:00～15:00 

  

（３）データ利活用基盤分野 

（音声翻訳・対話システム高度化技術、社会知解析技術、実

空間情報分析技術、脳情報通信技術） 

３ 

大場委員 

大森専門委員 

橋本専門委員 

6/27(木) 

16:30～17:30 

  

（４）サイバーセキュリティ分野 

（サイバーセキュリティ技術、セキュリティ検証プラットフ

ォーム構築活用技術、暗号技術） 

４ 

大場委員 

橋本専門委員 

村瀬専門委員 

森井専門委員 

6/13(木) 

11:00～12:00 

  

（５）フロンティア研究分野 

（量子情報通信技術、新規ＩＣＴデバイス技術、フロンティ

アＩＣＴ領域技術） 

５ 

藤井委員 

大森専門委員 

尾辻専門委員 

村瀬専門委員 

6/18(火) 

13:00～14:00 

 ２．研究開発成果を最大化するための業務  

  

（１）技術実証及び社会実証のためのテストベッド構築 

（２）オープンイノベーション創出に向けた産学官連携等の強化 

（３）耐災害ＩＣＴの実現に向けた取組の推進 

（４）戦略的な標準化活動の推進 

（５）研究開発成果の国際展開の強化 

（６）サイバーセキュリティに関する演習 

（７）パスワード設定等に不備のある IoT 機器の調査 

６ 

尾家委員 

大場委員 

大森専門委員 

森井専門委員 

6/27(木) 

15:00～16:30 

 ３．機構法第 14条第１項第３号、第４号及び第５号の業務※  

 ４．研究支援業務・事業振興業務等  

  

（１）海外研究者の招へい等の支援 

（２）情報通信ベンチャー企業の事業化等の支援 

（３）民間基盤技術研究促進業務の的確な実施 

（４）ＩＣＴ人材の育成の取組 

（５）その他の業務 

７ 

藤井委員 

尾辻専門委員 

小野専門委員 

村瀬専門委員 

6/18(火) 

14:00～15:00 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 

（機動的・弾力的な資源配分、調達等の合理化、業務の電子化、業務

の効率化、組織体制の見直し） 

８ 
尾家委員 

小野専門委員 

6/27(木) 

17:30～18:30 

Ⅲ～Ⅶ 財務内容の改善に関する事項 

（一般勘定、自己収入等の拡大、基盤技術研究促進勘定、債務保証勘

定、出資勘定） 

９ 
小野専門委員 

若林専門委員 

6/18(火) 

16:00～17:00 

Ⅷ その他業務運営に関する重要事項 

（人事制度の強化、研究開発成果の積極的な情報発信、知的財産の活

用促進、情報セキュリティ対策の推進、コンプライアンスの確保、

内部統制に係る体制の整備、情報公開の推進等、情報公開の推進等） 

10 

藤井委員 

小野専門委員 

若林専門委員 

6/18(火) 

15:00～16:00 

※「Ⅰ-３. 機構法第 14 条第１項第３号、第４号及び第５号の業務」については、「Ⅰ-１（１）センシング基盤分野」と

併せてヒアリングを行う。

資料情部 23-2-1 別添１ 



 
  

9 
 

 

 

 

機 構 の 自 己 評 価     

に対する意見 

（機構の自己評価書の正当性・妥当性についてご記入ください。特に評価できる点、業務を改善すべき点、その他指摘事項等についてもござ

いましたらご記入ください。） 

 

【記入例】 

年度計画に見合った成果に加え、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的

な成果の創出の期待等が認められることから自己評価は妥当である。 

 

（特に評価できる点） 

・リモートセンシング技術については、10km 程度の空間内の大気の状態等を１０秒以内で３次元スキャンする次世代ドップラーレーダー技術を確立

したことは、国内外で注目を集めており、リアルタイムでの立体的な気象観測ができるなど気象観測高度化に役立つ成果であると大いに期待できる。 

・宇宙環境計測技術については、地上から電離圏までを統一的に計算する GAIA で、目標を上回る 0.1 度の空間分解能を達成し、電波障害の原因とも

なる電離圏擾乱プラズマバブルの成長過程の再現に成功した。 

・時空標準技術については、・・・ 

・電磁環境技術については、・・・ 

 

（業務を改善すべき点） 

・性能向上（精度やレンジの拡大、３Ｄ化など）がどのような付加価値（社会的に意味のあるデータや予測）に結び着くのかを明確にし、マ

イルストーンとして目指す性能を分かりやすく説明する努力を継続的に行ってほしい。 

 

（その他） 

・気象レーダなどの観測設備が今後どのような投資計画で整備されるのかも考慮し、タイミングを逃さない研究成果の実用化を行ってほしい。 

（参考）記入例 
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法人全体を通してご意見等がありましたら以下にご記入ください。 

 

法人全体を通した評価に関するご

意見 

 

 

 

来年度以降にフォローアップが必

要、改善すべき事項等のご意見 

 

 

 

長のマネージメントについてのご

意見 

 

 

 

その他ご意見等 
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令和元年度総務省国立研究開発法人審議会 

及び情報通信研究機構部会の開催スケジュール（案） 
 

○５月 30日（木）15:15～17:00  情報通信研究機構部会（第 23回） 

・本年度の情報通信研究機構部会の進め方について（平成30年度業務実績評価方針（案）、

担当委員、スケジュール等） 

・平成30年度における国立研究開発法人情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）の業務実績報告の

全般的な概要をＮＩＣＴから聴取 

・その他 

 

○６月中旬～下旬   ＮＩＣＴから個別ヒアリング（日程は別添１のとおり） 

 

○６月 28日（金）15:00～16:15  情報通信研究機構部会（第 24回） 

・監査報告、事業報告書、財務諸表をＮＩＣＴ（監事）から聴取 

 

○評価書の作成 

・個別ヒアリング後、各担当委員が、項目別評価調書・評定調書、項目別評価総括表及び

総合評定に係る意見を事務局へ提出。 

※ＮＩＣＴの自己評価について、適当と思われる理由、業務において特に評価できる点、

評価が不適当な点、業務の改善を求める点等について意見を提出いただく。 

（締切は６月下旬～７月上旬を予定。後日連絡。） 

・事務局において取りまとめ、平成 30年度業務実績評価（案）を作成。 

 

○７月 18日（木）15:00～17:00  情報通信研究機構部会（第 25回） 

・平成 30年度業務実績評価（案）に係る意見聴取 

 

○７月 26日（金）10:00～11:45  情報通信研究機構部会（第 26回） 

 ・平成 30年度業務実績評価（案）に係る意見聴取 

 

○８月５日（月）15:00～16:30  総務省国立研究開発法人審議会（第 10回） 

・ＮＩＣＴの平成 30年度業務実績評価（案）に対する意見 

・ＪＡＸＡの平成 30年度業務実績評価（案）に対する意見 

 

○８月 20日（火）15:00～17:00  （親会予備日） 

 

資料情部 23-2-1 別添２ 
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平成 29年度における国立研究開発法人情報通信研究機構 

の業務実績評価【抜粋】 

 

 

 

・ 総合評定様式  . . . . . . . . . . .p.2 

・ 項目別評定総括表様式 . . . . . . . p.4 

・ 項目別評価調書様式  . . . . . . . .p.6 
 

資料情部 23-2-1 参考 



様式２－１－２ 国立研究開発法人 年度評価 総合評定様式 

１．全体の評定

評定

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ，

Ｄ）

Ａ

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

Ａ Ａ

評定に至った理由 （上記評定に至った理由を記載）

研究開発業務に係る項目別評定では全６項目の評価の内訳はＳ：１、Ａ：３、Ｂ：２であり、それ以外の業務については全４項目の評価は全てＢであり、平成 29 年度につい

ては「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。また、適正、効果的かつ能率的な業務運営がなされている。 

２．法人全体に対する評価

（各項目別評価、法人全体としての業務運営状況等を踏まえ、国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」に向けた法人全体の評価を記述。その際、法人全体の信用を失墜させる事象や外部要因な

ど、法人全体の評価に特に大きな影響を与える事項その他法人全体の単位で評価すべき事項、災害対応など、目標、計画になく項目別評定に反映されていない事項などについても適切に記載）

・研究開発業務に関する評価はＳ：１、Ａ：３、Ｂ：２であり、それ以外の業務に関する評価は全てＢであり、顕著な成果の創出や将来的な成果の創出や将来的な成果の創出の期待、適正、効果的かつ

能率的な業務運営がなされている。

・研究開発に関しては、センシング基盤分野、統合ＩＣＴ基盤分野、データ利活用基盤分野、サイバーセキュリティ分野、フロンティア研究分野の５つの分野の基礎的・基盤的な研究開発を行うととも

に、研究開発成果を最大化するための業務を行った。それぞれの分野等における主な成果としては以下のようなものが考えられる。

・センシング基盤分野では、AI を用いた太陽フレア発生確率予測モデルの開発やリアルタイムデータ処理等の成果による実運用に向けた取組を始めているほか、平成 29 年 9 月に発生した大規模な太陽

フレアに対して適切な注意喚起等を行った。

・統合 ICT 基盤分野では、大規模マルチコアスイッチングシステムを開発し、年度計画を上回る進捗で従来の世界記録を 6.5 倍更新する 83.3 テラ bps の 7 コア多重超高速並列光スイッチングや 10.16

ペタ bps の伝送実証実験に成功した。

・データ利活用基盤分野では、音声翻訳・対話システム高度化技術について、救急隊用多言語音声翻訳アプリの開発と消防隊本部での導入・運用が開始されたほか、寄付ベースの「翻訳バンク」の設立

や日英のニューラル翻訳の実装を行った。

・サイバーセキュリティ分野では、サイバー攻撃誘引基盤（STARDUST）について、ステルス性の高い観測技術等の開発によって高度化を行ったほか、要素技術を機構内外のセキュリティ防御演習環境と

して提供し、サイバーセキュリティ人材育成にも貢献した。

・フロンティア研究分野では、実用化に向けた縦型酸化ガリウムトランジスタの動作実証を世界で初めて達成したほか、深紫外波長帯の半導体発光ダイオードについて、昨年度に引き続いて世界最高出

力値を更新した。

・研究開発成果を最大化するための業務では、実践的サイバー防御演習「CYDER」を全国 47 都道府県において合計 100 回開催し、前年度比約 2 倍の 3,000 名以上に演習を実施したほか、独自開発の

「CYDERANGE」により演習事業実施基盤を実用可能とした。

・業務運営では、オープンイノベーション推進本部に新たな 2つのセンターを設置し、評価結果に基づく資源配分を行うなど、NICT の成果の最大化を実現する取組がなされた。
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３．項目別評価の主な課題、改善事項等

（項目別評価で指摘した主な課題、改善事項等で、翌年度以降のフォローアップが必要な事項等を記載。中長期計画及び現時点の年度計画の変更が必要となる事項があれば必ず記載。項目別評価で示

された主な助言、警告等があれば記載）

・オープンイノベーションに向けた活動について、精力的に実施されているところではあるが、研究開発で得られた成果が今後、実社会・産業に対して展開されるよう、国際規格への対応を含め、引

き続き、産業界や大学等と連携して積極的かつ継続的に推進されることを期待。

・大学との共同研究等について、人材育成の視点を入れた研究開発の推進を期待。

・研究開発の評価について、研究開発成果の最大化が促されるよう、目標の具体化と成果の明確化が一層促進されることを期待。

４．その他事項

研究開発に関する審議

会の主な意見

（研究開発に関する審議会の主な意見などについて記載）

・オープンイノベーション推進本部を中心に、オープンイノベーションに向けた精力的な活動が実施されているが、研究開発で得られた成果は、今後の実社会・産業に対して

大きく貢献するものであることから、国際規格への対応を含めて、引き続き、産業界や大学等と連携しながら積極的かつ継続的に行っていただきたい。

・情報通信分野は、社会経済活動の根幹を担うものであることから、次代を担う人材を恒常的に育成することが極めて重要であり、大学との共同研究等により、人材育成の視

点を入れた研究開発を推進していただきたい。

・定量的な目標値等が事前に設定されていない研究課題が多く、成果の達成状況を客観的に判断することが困難であることから、今後の計画においては、年度毎の目標を出来

るだけ具体的に設定するとともに、それらに対して得られた成果を明確に示していただきたい。そのためには、定量的な目標値のみを用いて機械的に効率性を図るような評

価だけでは「研究開発成果の最大化」を促すような評価とはならないことから、質的・量的、経済的・社会的・科学技術的、国際的・国内的、短期的・中長期的な観点等か

ら総合的に成果の効果を把握できるよう、得られた成果が生み出す学術的価値や社会経済に及ぼす影響等を出来るだけ分かりやすく示すことについて留意していただきた

い。

・海外研究者の招聘等による研究開発の支援について、招聘終了後における連携の実態等についてフォローアップが必要である。

監事の主な意見 （監事の意見で特に記載が必要な事項があれば記載）

・機構の業務は、法令等に従い適正に実施され、また、中長期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されていたものと認められる。

・業務運営の効率化に向けて、計画的に業務用システムの改善及び整備を進めていくことが望ましい。
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様式２－１－３ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

第４期中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目

別調

書№

備考 第４期中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目別

調書№

備考

２８

年度

２９

年度

３０

年度

３１

年度

３２

年度

２８

年度

２９

年度

３０

年度

３１

年度

３２

年度

III．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 IV. 業務運営の効率化に関する事項 Ｂ Ｂ ８

１．ＩＣＴ分野の基礎的・基盤的な研究開発等

（１）センシング基盤分野 Ｂ Ｂ １

（２）統合ＩＣＴ基盤分野 Ａ Ａ ２

（３）データ利活用基盤分野 Ａ Ａ ３

（４）サイバーセキュリティ分野 Ｓ Ｓ ４

（５）フロンティア研究分野 Ａ Ａ ５

２．研究開発成果を最大化するための業

務
Ｂ Ｂ ６

３．機構法第 14 条第 1 項第 3 号から

第 5 号までの業務※ 
４．研究支援業務・事業振興業務等 Ｂ Ｂ ７

V. 財務内容の改善に関する事項 Ｂ Ｂ ９

VI. その他業務運営に関する重要事項 Ｂ Ｂ １０

※Ⅲ－３の評価については、中長期目標のとおり、研究揮発課題と併せて実施することとする。
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（参考） 

第３期中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目

別調

書№

備考 第３期中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目別

調書№

備考

２３

年度

２４

年度

２５

年度

２６

年度

２７

年度

２３

年度

２４

年度

２５

年度

２６

年度

２７

年度

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項

我が国の活力強化に貢献する研究開発

の重点化
Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ ２

業務運営の効率化に関する目標を達成す

るためとるべき措置
Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ １

ニーズを適切に踏まえた研究支援業

務・事業振興業務の実施、その他 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ ３

新世代ネットワーク技術 Ａ ＡＡ Ａ Ａ Ｂ ６

光ネットワーク技術 ＡＡ ＡＡ ＡＡ Ｓ Ｓ ７

テストベッド技術 ＡＡ Ａ Ａ Ａ Ａ ８

ワイヤレスネットワーク技術 ＡＡ Ａ ＡＡ Ａ Ａ ９

宇宙通信システム技術 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ １０

ネットワークセキュリティ技術 Ａ ＡＡ ＡＡ Ａ Ａ １１

多言語コミュニケーション技術 ＡＡ ＡＡ ＡＡ Ｓ Ｓ １２

コンテンツ・サービス基盤技術 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ １３

超臨場感コミュニケーション技術 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ １４ Ⅲ．財務内容の改善に関する事項

脳・バイオ ICT Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ １５ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画

及び資金計画等
Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ ４

ナノ ICT Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ １６

量子 ICT ＡＡ ＡＡ ＡＡ Ａ Ａ １７

超高周波 ICT Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ １８

電磁波センシング・可視化技術 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ １９

時空標準技術 ＡＡ ＡＡ ＡＡ Ｂ Ａ ２０ Ⅳ．その他の事項

電磁環境技術 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ ２１ その他主務省令で定める業務運営に関す

る事項
Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ ５

※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。

難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線を引く。
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項目別評価調書 No.１ 

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

中長期目標の当該項目 III．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１．ＩＣＴ分野の基礎的・基盤的な研究開発等 

（１）センシング基盤分野

 ３．機構法第 14 条第 1 項第 3 号から第 5 号までの業務 

関連する政策・施策 ― 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国立研究開発法人情報通信研究機構法第 14 条第 1 項第 1 号、第 3 号、第 4 号、

第 5 号、第 6 号 

当該項目の重要度、難易

度 

重要度：高 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

行政事業レビューシート 0154-01 

２．主要な経年データ 
主な参考指標情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値）

２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 

査読付き論文数 － 131 114 予算額（百万円） 4,037 4,883 

論文の合計被引

用数 ※1 

－ 856 958 決算額（百万円） 3,467 4,015 

実施許諾件数 12 8 8 経常費用（百万円） 3,805 4,638 

報道発表件数 3 7 7 経常利益（百万円） △ 13 △21

標準化会議等へ

の寄与文書数 

36 76 50 行政サービス実施コスト

（百万円） 

4,714 4,455 

従事人員数（人） 72 70 

※1 平成 28 年度の合計被引用数は、平成 25～27 年度に発表された論文についての、クラリベイト・アナリティクス InCites Benchmarking に基づく被引用総数（平成 29 年 3 月調査）。

※2 予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。従事人員数は、常勤職員の本務従事者数。

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸

（評価の視

点）、指標

等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

B 評定 Ｂ 

１．ＩＣＴ分野の基

礎的・基盤的な

研究開発等 

（１）センシング基

盤分野

世界最先端のＩ

ＣＴにより新たな

価値創造や社会

１－１．センシング基盤分野 

電磁波を利用して人類を取

り巻く様々な対象から様々な

情報を取得・収集・可視化す

るための技術、社会経済活

動の基盤となる高品質な時

刻・周波数を発生・供給・利

活用するための基盤技術、

１－１．センシング基

盤分野 

＜評価軸＞ 

● 研 究 開 発

等 の 取 組 ・

成果の科学

的 意 義 （ 独

創性、革新

性 、 先 導

性、発展性

１－１．センシング基盤分野（３．機構法

第 14 条第 1 項第 3 号、第 4 号及び

第 5 号の業務を含む） 

本分野としては、年度計画を着実に

達成するとともに、リモートセンシング

技術において世界初の実用型マルチ

パラメータフェーズドアレイ気象レーダ

＜評定に至った理由＞ 

年度計画に見合った

成果に加え、適正、効果

的かつ効率的な業務運

営の下で、「研究開発成

果の最大化」に向けて、

下記のとおり、科学的意

義、社会課題・政策課題
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項目別評価調書 No.１ 

システムの変革

をもたらすために

は、「社会を観

る」能力として、

多様なセンサー

等を用いて高度

なデータ収集や

高精度な観測等

を行うための基

礎的・基盤的な

技術が不可欠で

あることから、【重

要度：高】として、

以下の研究開発

等に取り組むとと

もに研究開発成

果の普及や社会

実装を目指すも

のとする。

様々な機器・システムの電磁

両立性（ＥＭＣ）を確保するた

めの基盤技術として、リモー

トセンシング技術、宇宙環境

計測技術、電磁波計測基盤

技術（時空標準技術、電磁

環境技術）の研究開発を実

施する。

等 ） が 十 分

に 大 き な も

の で あ る

か。 

● 研 究 開 発

等 の 取 組 ・

成果が社会

課 題 ・ 政 策

課題の解決

につながる

ものであり、

ま た は 、 そ

れらが社会

的価値の創

出に十分に

貢献するも

の で あ る

か。

● 研 究 開 発

等の成果を

社会実装に

つなげる取

組 （ 技 術 シ

ーズを実用

化 ・ 事 業 化

に導く等）が

十分である

か。

＜指標＞ 

● 具 体 的 な

研究開発成

果 （ 評 価 指

標）

● 査 読 付 き

論 文 数 （ モ

ニ タ リ ン グ

指標）

● 論 文 の 合

計被引用数

（モニタリン

グ指標）

● 研 究 開 発

成果の移転

及び利用の

状 況 （ 評 価

指標）

● 研 究 開 発

成果の移転

及び利用に

向けた活動

件 数 （ 実 施

ーを開発・設置したこと、宇宙環境計測

技術においては 9 月に発生した大規模

な太陽フレアに伴う注意喚起および関

連するプレス対応の実施、時空標準技

術においては機構発の新方式による

原子時計システムの大幅な小型・低消

費電力化を実現したこと、電磁環境技

術においては世界で初めて国家標準

にトレーサブルな 220～330 GHz 電力

較正系を構築したこと等、目標を上回

る成果が得られた。 

以上のとおり、年度計画を着実に実

行し十分な成果を挙げたことを総括し、

評定を「Ｂ」とした。 

の解決又は社会的価値

の創出、及び社会実装に

つなげる取組において成

果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認

められることから、Ｂとす

る。主な状況は以下のと

おり。 

【リモートセンシング技

術】 

・2020 年の東京オリンピ

ック・パラリンピック等へ

の利活用が期待されて

いる実用型マルチパラメ

ータフェーズドアレイ気

象レーダ（MP-PAWR）を

世界に先駆けて開発・

設置して性能評価を開

始することにより、新聞

報道等でも多く取り上げ

られるなど、社会実装に

向けた積極的な取組と

して評価できる。地上デ

ジタルテレビ放送波を利

用した水蒸気量推定技

術では、実際の気象現

象との整合性を確認す

るとともに、関東域にお

いて観測網の整備を進

めるなど、将来的な成

果の創出の期待が認め

られる。

【宇宙環境計測技術】 

・先進的音声翻訳研究開

発推進センターとの連

携による AI を用いた太

陽フレア発生確率予測

モデルの開発やリアル

タイムデータ処理等の

成果による実運用へ向

けた取組を始めており、

研究連携をベースに社

会実装を目指す取組と

して評価できる。また、

国 際 民 間 航 空 機 関

（ICAO）における宇宙天

気利用に関する標準文

書の作成への寄与や、

平成 29 年 9 月に発生し

た大規模な太陽フレア

○リモートセンシ

ング技術

ゲリラ豪雨・竜

巻に代表される

突発的大気現象

の監視技術及び

予測技術の向上

を目指し、前兆現

象の早期捕捉や

発達メカニズム

の解明に必須な

気象パラメータを

高時間空間分解

能でモニタリング

することを可能と

する技術を研究

開発するものとす

る。 

また、地震・火

山噴火等の災害

発生状況を迅速

に把握可能な航

空機搭載合成開

口レーダーにつ

いて、判読技術

の高度化等に取

り組むことで取得

データの利活用

を促進するととも

に、平成 32 年度

までに世界最高

水準の画質の実

現を目指した研

（１）リモートセンシング技術

突発的大気現象の早期捕

捉や地震等の災害発生時の

状況把握を可能とするリモー

トセンシング技術、グローバ

ルな気候・気象の監視や予

測精度の向上に必要な衛星

搭載型リモートセンシング技

術及び社会インフラ等の維

持管理に貢献する非破壊セ

ンシング技術の研究開発に

取り組む。

（１）リモートセンシン

グ技術

（１）リモートセンシング技術 （１）リモートセンシング技術

・フェーズドアレイ気象レーダーデータ

のリアルタイムデータ品質管理手法

の開発により、数値モデルを用いた

リアルタイムデータ同化が実現し、ゲ

リラ豪雨などの突発的な大気現象を

迅速に捉え、予測する技術が実現

可能であることを示した。また、観測

データのオープン化を進めたことに

より、機構だけでなく、他機関も含め

た実証研究の進展に大きく寄与し

た。

・SIP 連携により進んでいるマルチパラ

メータフェーズドアレイ気象レーダー

（MP-PAWR）は、埼玉大学への設置

が完了し、観測データの公開と 2020

年の東京オリンピック・パラリンピック

等への利活用が期待されており、新

聞報道等でも多く取り上げられてい

る。

・ゲリラ豪雨などの突発的大気現象の

早期捕捉のリードタイムを長くするた

めの地上デジタルテレビ放送波を利

用した水蒸気量推定技術について

は、実際の気象現象との整合性を確

認し、気象モデルへのデータ同化の

効果についても確認されている。観

測システムのユニット化を行い、関

東域の観測網の整備中であり、マス

コミ等でも多く取り上げられている期

待の高い技術である。

・次世代ウィンドプロファイラについて

は、クラッタ抑圧性能が向上し、現業

（ア）リモートセンシング技術

ゲリラ豪雨・竜巻に代表さ

れる突発的大気現象の早期

捕捉・発達メカニズムの解明

に貢献する、風、水蒸気、降

水等を高時間空間分解能で

観測する技術の研究開発を

行う。これらの技術を活用

し、突発的大気現象の予測

技術向上に必要な研究開発

を行う。 

また、地震・火山噴火等の

災害発生時の状況把握等に

必要な技術として、航空機搭

載合成開口レーダーについ

て、構造物や地表面の変化

抽出等の状況を判読するた

めに必要な技術の研究開発

に取り組むとともに、観測デ

ータや技術の利活用を促進

（ア）リモートセンシン

グ技術

・ フェーズドアレイ気

象レーダー・ドップラ

ーライダー融合シス

テム（PANDA）を活

用したゲリラ豪雨等

の早期捕捉や発達

メカニズムの解明に

関する研究、予測精

度向上に関する研

究及びフェーズドア

レイ気象レーダーの

二重偏波化に関す

る研究開発を他機

関との密接な連携

により推進する。

・ 地上デジタル放送

波を利用した水蒸

気量の推定技術及

（ア）リモートセンシング技術

・フェーズドアレイ気象レーダー・ドップラーライダー融合システム（PANDA）を活用し

た計測データの利活用としては、フェーズドアレイ気象レーダーのリアルタイムデ

ータ品質管理手法を開発し、これまで 40 秒程度かかっていた処理が 10 秒以内で

処理・データ転送が可能となった。その結果、予測精度向上に関する研究として、

「京」コンピュータを用いたリアルタイムデータ同化が実現した。また、スマホアプリ

での豪雨情報提供などのデータ利活用が活発化した。 

・フェーズドアレイ気象レーダーの二重偏波化（マルチパラメータフェーズドアレイ気

象レーダー：MP-PAWR）の開発は、SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）の

「レジリエントな防災・減災機能の強化②豪雨・竜巻予測技術の研究開発」におい

て、参画機関と連携し、平成 29 年 11 月に埼玉大学に設置完了し、プレスリリース

を行うとともにレーダーを公開した。平成 30 年 3 月に無線局免許を取得し、レーダ

ー性能の評価を開始した。【新聞報道 17 件、Web 掲載 182 件】 

・地上デジタルテレビ放送波を利用した水蒸気量推定技術に関しては、地上の気象

観測値から算出した水蒸気量と実際の気象現象（気象レーダーが観測した雨域

の変化）の整合性を確認し、降雨予測改善の可能性を示した。観測システムのユ

ニット化による観測網の整備を行った。【5 箇所の設置完了、5 箇所の設置場所決

定】【国際論文誌 Radio Science に昨年度投稿した論文が年間ダウンロード数

TOP10 入り】
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究開発をするも

のとする。 

さらに、グロー

バルな気候・気

象の監視技術の

確立や予測技術

の高度化を目指

して、地球規模で

大気環境を観測

し、データを高度

解析するための

技術を研究開発

するものとする。 

加えて、社会イ

ンフラや文化財

の効率的な維持

管理に貢献する

電磁波による非

破壊・非接触の

診断技術につい

て、観測データを

高度解析・可視

化するための技

術の研究開発を

行うとともに、平

成 32 年度まで

に現地試験シス

テムの実用化の

ための技術移転

を進めるものとす

る。

する。さらに、世界最高水準

の画質（空間分解能等）の実

現を目指した、レーダー機器

の性能向上のための研究開

発を進める。 

び観測分解能・デー

タ品質を向上させた

次世代ウィンドプロ

ファイラについては

技術実証を進める。

・ 画質（空間分解能

等）を限界まで高め

た次世代航空機搭

載合成開口レーダ

ー(Pi-SAR3)の製作

を進める。合成開口

レ ー ダ ー （ SAR ） 観

測・情報抽出技術の

更なる 高度 化を進

め、現行の Pi-SAR2

を用いた検証実験を

実施する。

許 諾 件 数

等）（モニタ

リング指標）

● 報 道 発 表

や展示会出

展等を受け

た各種メデ

ィア媒体の

反 響 状 況

（評価指標）

● 報 道 発 表

や展示会出

展等の取組

件数（モニタ

リング指標）

● 共 同 研 究

や産学官連

携 の 状 況

（評価指標）

●データベー

ス等の研究

開発成果の

公 表 状 況

（評価指標）

●（個別の研

究開発課題

に お け る ）

標準や国内

制度の成立

寄 与 状 況

（評価指標）

●（個別の研

究開発課題

に お け る ）

標準化や国

内制度化の

寄 与 件 数

（モニタリン

グ指標）

等 

・データ品質の向上を目指した次世代ウィンドプロファイラに関しては、クラッタ抑制

性能の向上を複数のクラッタ除去を実現することにより実証した。また、クラッタ抑

圧 技 術 を 含 む 技 術 要 件 の 国 際 規 格 制 定 に 向 け た 活 動 を 実 施 し た 。

【ISO/TC146/SC5/WG8 の日本側エキスパートとして選出され、会合等に出席】 

・社会インフラの維持管理、植生の調査、地震や火山噴火等の災害発生時の情報

収集等幅広く活用できる航空機搭載合成開口レーダー（Pi-SAR2）の情報抽出技

術の高度化として、都市の 3 次元マップの作成や建物などの社会インフラモニタ

などへの応用が期待される人工構造物の自動抽出手法の開発を行った。【国際

論文誌 ISPRS Journal（インパクトファクタ 6.387）に採録】 

・熊本地震（平成 28 年 4 月）を契機に災害観測等の連携・協力体制を構築すること

について関係機関と議論を行い、内閣府防災担当主導の SAR 観測スキームが構

築され、平成 29 年 10 月に構築されたスキームに則った新燃岳噴火時の観測を

実施し、機上処理された観測データを衛星回線で地上に配信し、即座に Web 上で

公開するとともに、総務省、消防庁、防災科学研究所、国土技術政策総合研究所

等にデータを提供した。 

・広帯域化および高 S/N 化などによる高画質化（空間分解能 15cm）を実現する次世

代航空機搭載合成開口レーダー(Pi-SAR3)の実機製作に着手した。平成 30 年度

末に初期観測実施予定である。 

システム等への適用に向けた技術

開発が完了した。気象庁と協力し、

現業で稼働しているウィンドプロファ

イラを用いたフィールド検証、システ

ムのハードウエア化を行う予定であ

り、実用化が期待できる。

・航空機搭載合成開口レーダーとして、

Pi-SAR2 は世界トップレベルの分解

能（30cm）を達成しているだけでな

く、観測データの情報抽出技術の高

度化も進んでおり、科学技術的意義

においても顕著な成果である。また、

省庁連携による災害時の利活用の

取り組みへの参画は今後の技術移

転等に繋がる活動として期待でき

る。 

・衛星搭載リモートセンシング技術につ

いては、日米共同ミッションである

GPM 、 日 欧 共 同 ミ ッ シ ョ ン で あ る

EarthCARE ともに、機構の担当する

役割を着実に果たしている。 

・観測データから作成される衛星全球

降水マップ（GSMaP）は、アジア諸国

を始めとする多くの地域の現業機関

で利活用される重要な情報となって

いる。

・EarthCARE 搭載雲プロファイリングレ

ーダーの地上検証用レーダーとして

開発中の電子走査雲レーダーのディ

ジタルビームフォーミング化は、次世

代の衛星搭載技術としても期待され

る。 

・衛星搭載ドップラー風ライダーについ

ては、コア技術である高出力パルス

レーザー開発を継続し行っており、

将来の衛星観測を目指すものとして

関係機関からも実現を期待されてい

る。

・ドイツ・スウェーデン・フランスなどとの

共同ミッションである小型サブミリ波

分光計 JUICE/SWI について、国際

的に信頼性ある開発を着実に実行し

ている。 

・小型・軽量・低電力のテラヘルツ分光

計については、クリティカルコンポー

ネントである較正系の開発を実施し

た。マイクロ衛星としての大型衛星

相乗りに成立性をフィージビリティ検

討した。

・サブミリ波サウンダーSMILES につい

て、新たに高高度領域データ解析を

実施。オープン化の予定。 

に対して適切な注意喚

起と関連するプレス対

応を行うなど、社会課題

の解決につながる取組

において成果の創出が

認められる。 

【時空標準技術】 

・次世代のイオン系周波

数標準において、新しい

レーザ冷却手法を研究

連携により活用し、従来

の推奨値のずれを 1 桁

以上小さい不確かさで

示すことにより、国際度

量衡委員会時間周波数

諮問委員会の推奨値の

変更がなされるなど、科

学的意義において成果

の創出が認められる。

可搬型超小型原子時計

については、機構発の

新方式によりテストベン

チを構築するとともに、

主 要 部 品 の 大 幅 な 小

型・低消費電力化に成

功しており、IoT 時代の

ニーズに合致した要素

研究開発成果として、社

会的価値の創出の期待

が認められる。

【電磁環境技術】 

・世界で初めて国家標準

に ト レ ー サ ブ ル な

220GHz～330GHz 電力

較正系の構築に成功し

たことは、新聞報道等で

も多く取り上げられたほ

か、平成 34 年度に完了

が予定される新スプリア

ス規格への移行だけで

なく、平成31年に開催さ

れる WRC-19 における

超高周波数帯(275GHz-

450GHz)の周波数割り

当てに貢献できる成果

として高く評価できる。

30MHz 以下の放射妨害

波測定法について、磁

界アンテナの較正法及

びサイト評価法が国際

（イ）衛星搭載型リモートセン

シング技術

グローバルな気候・気象の

監視や予測精度向上を目指

し、地球規模での降水・雲・

風等の大気環境の観測を実

現するための衛星搭載型リ

モートセンシング技術及び得

られたデータを利用した降

水・雲等に関する物理量を推

定する高度解析技術の研究

開発を行う。また、大気環境

観測を目的とした次世代の

衛星観測計画を立案するた

めの研究開発を行う。

（イ）衛星搭載型リモ

ートセンシング技術

・ GPM 搭載二周波

降水レーダー及び

EarthCARE 搭載雲

レーダーの観測デ

ータから降水・雲に

関する物理量を推

定する処理アルゴリ

ズムについて開発・

改良・検証を行う。

EarthCARE 地上検

証用レーダーを用い

た観測実験・性能評

価を実施する。

・ 風観測を可能とす

る衛星センサーの

基盤技術開発とし

て、衛星搭載ドップ

ラー風ライダーのた

めの単一波長高出

力パルスレーザー、

サブミリ波サウンダ

ー の た め の 2THz

帯受信機の開発等

を進める。

・ 衛星搭載に向けた

小型軽量テラヘルツ

センサーの要素技

術等の研究開発を

進める。また、デー

タ高度化・インテリジ

（イ）衛星搭載型リモートセンシング技術

・日米共同ミッションである全球降水観測計画（GPM）においては、Level-2 データの

精度向上を目的とした二周波降水推定アルゴリズムの改訂を取り纏め、アルゴリ

ズムの更新を 5 月に実施した。また、GPM 主衛星ミッション運用期間（3 年 2 ヶ月）

が終了し、後期運用へ移行した。平成 29 年 11 月には GPM シンポジウム「宇宙

から見る雨（これまでの 20 年、これからの 20 年）」（JAXA 主催、機構共催）を開催

した。【参加者 160 名（登壇者含む）】 

・観測データから作成される衛星全球降水マップ（GSMaP）は、アジア太平洋 12 機関

で降雨のモニタリングや気象解析の現業に用いられ、アジア 4 カ国で導入実施さ

れている総合洪水解析システム（IFAS）の入力値としても利用されている。【プロジ

ェクト全体として、GPM 関係の論文投稿数 395 編（引用数 2984 件）、GSMaP の論

文投稿数 109 編（引用数 1184 件）（平成 29 年 5 月時点、Web of Science での調

査結果）】 

・次世代の衛星降水観測についての技術検討を国内の関連機関が集まり継続して

実施している。

・日欧共同ミッションである雲エアロゾル放射ミッション（EarthCARE）においては主要

機器である雲プロファイリングレーダー（CPR）の実機試験後、欧州へ輸送し衛星

との組合せ試験を実施した。 

・CPR の地上検証用レーダーについては、高感度雲レーダーの開発を完了し、電子

走査雲レーダーの Digital Beam Forming (DBF)化に着手した。

・衛星搭載ドップラー風ライダー計画においては、コア技術である高出力パルスレー

ザー開発を継続し実施した。

・テラヘルツセンシングにおいては、これまでになかった 2THz 帯高感度受信機の開

発を行い、ガスセルによる分子検出により性能の実証を行った。また、国内関連

機関とともに SMILES-2 ワーキンググループを形成し、将来計画検討を進めてい

る。 

・欧州宇宙機関(ESA)、ドイツマックスプランク太陽系研究所（MPS）と協力して進めて

いる木星圏探査(JUICE)搭載サブミリ波分光計(SWI)のエンジニアリングモデル

(EM)開発を終了した。また、エンジニアリングモデルアクチュエータの調達を完了

し、欧州の共同研究機関へ輸送の後、性能評価試験を実施した。さらに、ESA の

ground segment requirements review を通過した。 

・マイクロ衛星搭載用の小型・軽量・低電力テラヘルツ分光計 TerEX-1 においては、
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ェンス化研究開発を

進めるとともに、デ

ータオープン化を行

う。 

クリティカルコンポーネントである較正系の開発を実施。大型衛星相乗りに対する

成立性をフィージビリティ検討し、産業化への道筋をつけた。

・新たな高度領域におけるサブミリ波テラヘルツ衛星観測データを機構の独自デー

タとして web ページからオープン化する準備を進めた。

・非破壊センシングプロジェクトでは、

社会インフラや木造建造物内部の調

査の用途に開発してきたマイクロ波

及びアクティブ赤外イメージング技術

の有効性をユーザーとともに検証し

た。また観測データの解析技術及び

可視化技術としてのホログラムのカ

ラー化および複製技術を開発するな

ど、年度計画を着実に実施した。

 以上から、年度計画を十分に達成

し、一部目標を上回る成果が得られた

ことから、評定を「Ｂ」とした。 

無線障害特別委員会

（CISPR）が作成した原

案に寄与するなど、社

会課題・政策課題の解

決につながる成果の創

出 の 期 待 が 認 め ら れ

る。 

（ウ）非破壊センシング技術

社会インフラや文化財の効

率的な維持管理等への貢献

を目指して、電磁波を用いた

非破壊・非接触の診断が可

能となる技術やフィールド試

験用装置に関する研究開発

を行う。また、これまで使わ

れていない電磁波の性質を

利用した観測データの解析

技術及び可視化技術の研究

開発を行う。研究開発成果

の実利用を促進するため、

非破壊・非接触の診断を可

能とする現地試験システム

の実用化に向けた技術移転

を進める。 

（ウ）非破壊センシン

グ技術

・ 従来より開発してき

たマイクロ波イメー

ジング装置を用いて

コンクリート建造物 2

種類以上を計測し、

データを公開する。

また、アクティブ赤

外線イメージング装

置は、鋼管内部の

減肉の検出に役立

つシステム開発を行

う。

・ 電磁波を用いて観

測したデータなどの

デジタル化されたデ

ータを立体表示でき

るホログラム技術に

おいて、色再現性を

高める技術を開発し

て、3 ㎝×3cm 程

度のカラーホログラ

ム原版をつくる。

・ ポスターや出版な

どでホログラムを利

用する際に重要とな

るホログラム原版の

複製技術において、

10cm×10cm 程度

の単色ホログラムを

複製する技術を開

発する。

（ウ）非破壊センシング技術

・平成 28 年度までに開発したマイクロ波イメージング装置を用いて劣化橋梁床板お

よび、模擬欠陥を含む橋梁モデルのコンクリート建造物を計測し、データを公開し

た。また、機構が開発したアクティブ赤外線イメージング技術を用いることにより、

鋼管の内部の錆による劣化で金属部分の厚みが 1mm 未満となった場合に、通常

の亜鉛メッキ鋼管だけでなく樹脂被覆鋼管でも検出できることを実証し、国内大手

製鉄会社への技術移転を開始した。さらに非破壊センシング技術全体の高度化

を目指し、位置情報取得に電磁波計測基盤技術（時空標準技術）で開発が進めら

れている広域時刻同期技術の導入の可能性を検討した。 

・デジタル化されたデータを立体表示できるホログラム技術において、色再現性を高

める技術を開発して、3cm×3cm 程度のカラーホログラム原版を作成した。

・ポスターや出版などでホログラムを利用する際に重要となるホログラム原版の複製

技術において、10cm×10cm 程度の単色ホログラムを複製する技術を開発した。

○宇宙環境計測

技術

電波伝搬に大

（２）宇宙環境計測技術

電波伝搬に大きな影響を

与える電離圏等の擾乱の状

（２）宇宙環境計測技

術

（２）宇宙環境計測技術

・新電離圏観測装置 VIPIR の電離圏パラメータの X- O-モード分離イオノグラム自

（２）宇宙環境計測技術（３－２．機構法

第 14 条第 1 項第 4 号の業務を含む）
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きな影響を与える

電離圏等の擾乱

の状態をより正

確に把握する宇

宙環境計測及び

高精度予測のた

めの基盤技術を

研究開発するこ

とにより、航空機

の安定的な運用

等、電波利用イン

フラの安定利用

に貢献する。

また、人工衛星

の安定運用に不

可欠な宇宙環境

の把握・予測の

ための磁気圏シ

ミュレータの高度

化技術及び衛星

観測データによる

放射線帯モデル

技術等を研究開

発するものとす

る。さらに、太陽

電波観測・太陽

風シミュレーショ

ンによる高精度

早期警報システ

ムの実現に向け

て、太陽活動モニ

タリングのための

電波観測システ

ム及び衛星観測

データを活用した

太陽風伝搬モデ

ルに関する技術

を研究開発する

ものとする。

態をより正確に把握する宇

宙環境計測及び高精度予測

のための基盤技術の研究開

発を行うとともに、航空機の

運用等での電波インフラの

安定利用に貢献するシステ

ムの構築に向けた研究開発

を行い、研究開発成果を電

波の伝わり方の観測等の業

務に反映する。また、人工衛

星の安定運用に不可欠な宇

宙環境の把握・予測に貢献

するため、太陽風データを利

用可能とする高性能磁気圏

シミュレータの研究開発を進

めるとともに、衛星観測デー

タによる放射線帯予測モデ

ルの高精度化技術の研究開

発を行う。さらに、太陽電波

観測・太陽風シミュレーション

による高精度早期警報シス

テムの実現に向けて、太陽

風の擾乱の到来を予測する

ために必要な太陽活動モニ

タリングのための電波観測シ

ステム及び衛星観測データ

を活用した太陽風伝搬モデ

ルに関する技術の研究開発

を行う。

・ 新電離圏観測装置

VIPIR の電離圏パ

ラメータの自動抽出

技術開発を進め、検

証 を 開 始 す る 。 ま

た、大気電離圏モデ

ルの高機能化を進

めるとともに、局所

モデルの高精細化

による電波伝搬の

定量的評価を行う。

・ 平成 28 年に打ち

上げられた ERG 衛

星からのデータ等を

用いた放射線帯予

測モデルの向上を

進めるとともに、磁

気圏シミュレーショ

ンと内部磁気圏モデ

ルとの結合を検討

する。

・ 太陽風到来予測シ

ミュレーションの実

運用への移行を進

めるとともに、AI を

用いたフレア予測モ

デルの改良と実運

用への移行及び確

率予測モデルの開

発を進める。

動導出・提供を開始した。電離圏パラメータ自動抽出率が 60-80%から 90%に向上

した。大気電離圏モデル（GAIA）の高機能化により電離圏波動の再現に成功し

た。局所モデル（HIRB）の高精度化によりプラズマバブル中の微細構造まで精度

よく再現することができた。更に低コスト次期 FMCW 電離圏観測装置を試作した。 

・ERG 衛星データ等を用い放射線帯予測モデルを開発、学会記者発表を行った。磁

気圏シミュレーションコードに磁軸の傾きを導入するとともに複数モデルについて

内部磁気圏モデルとの結合を検討した。 

・宇宙環境データと衛星帯電計算を結合したテーラーメイド宇宙天気情報システム

のプロトタイプモデルを開発、JAXA・大阪府立大学等と連携し実際の衛星帯電イ

ベントについて磁気圏シミュレーション結果を用いて衛星帯電の計算を試行した。

・太陽風予測シミュレーションの可視化・実運用への移行を実施した。AI によるフレ

ア予測モデルの実利用に着手した。 JAXA はやぶさ２への宇宙天気情報・予報

の提供を開始し安定運用に寄与した。

・広島大学・原爆放射線医科学研究所と共に”航空機被ばく推定システム“を開発、

宇宙天気ユーザー協議会を通じ、国内の航空会社とインターフェースを検討、

Web 上での公開準備を進めた。国際民間航空機関(ICAO)宇宙センターでの利用

としてオーストラリアに提供を予定している。 

・国内大手電力会社・京都大学と共に太陽活動が我が国の電力網に与える影響に

ついて検討を進めた。複雑な地質構造と海に囲まれている特徴が局所的に高い

影響をもたらすことが分かった。 

・我が国における宇宙天気災害の経済インパクト推定法を検討した。

・ICAO における宇宙天気利用に関する標準文書の作成に寄与した。ICAO 宇宙セン

ター実施への関心について回答し、平成 30 年 2 月に国際査察を実施した。

・国際電気通信連合無線通信部門(ITU-R) SG3 に対して電離圏電波伝搬に関する 3

件の寄与文書を提出、1 件が承認、2 件が継続審議となっている。

・国連宇宙平和利用委員会科学技術小委員会（UN/COPUOS STSG）において宇宙

天気の専門家として出席、2018 年に発表される UNISPACE+50 の策定に寄与す

るとともに、米国国務省と連携してシンポジウム開催の準備を行っている。 

・平成 29 年 9 月に発生した太陽フレアに伴う社会への影響について注意喚起のた

めのプレスリリースを行うとともにプレス対応を行った。[新聞掲載 271 件、テレビ

報道 60 件、web ニュース掲載 779 件、機構の宇宙天気 web サイトへのアクセス

は 2 日間で約 180 万件] 

・国内の利用者拡大のために宇宙天気ユーザーズフォーラム、宇宙天気ユーザー

協議会を通じて情報提供及び意見交換を行った。

・新電離圏観測装置の電離圏パラメー

タの自動抽出技術開発を進めた結

果、自動抽出率を向上させることに

成功した。また、全球および局所大

気電離圏モデルの高機能化を進

め、プラズマバブル中の微細構造の

再現等に成功した。更に、低コストの

電離圏観測装置の試作を実施した

ことは今後東南アジアを中心とする

各国の自主観測に向けた一歩と考

える。

・ERG 衛星からのデータ等を用い、放

射線帯予測モデルの向上を進めた。

磁気圏シミュレーションの改良、内部

磁気圏モデルとの結合を検討した。

・宇宙環境データと衛星帯電計算を結

合したテーラーメイド宇宙天気情報

システムのプロトタイプとして、代表

例について衛星帯電の計算を試行

した。

・太陽風到来予測シミュレーション結果

を宇宙天気予報会議で使用開始し

た。AI を用いたフレア予測モデルに

ついても実運用への移行を進めてい

る。JAXA はやぶさ２への宇宙天気

情報提供を開始し安定運用に寄与

するなど、研究成果の実利用展開を

進めている。 

・航空機上での人体被ばくを推定する

ことを目的とした“航空機被ばく推定

システム”を開発しユーザーとインタ

ーフェースを議論している。

・太陽活動が我が国の電力網に与える

影響について検討を続けている。

・我が国における宇宙天気災害の経済

インパクトの推定法を、リスクマネジ

メントの観点から検討した。

・ICAO における宇宙天気利用に関す

る標準文書の作成に寄与するととも

に ICAO 宇宙センター実施への関心

について回答し、平成 30 年 2 月に国

際査察を実施した。

・ITU-R SG3 に電離圏電波伝搬に関す

る 3 件の寄与文書を入力、1 件承

認、2 件継続審議。 

・UN/COPUOS において議論されてい

る UNISPACE+50 の具体的活動につ

いて米国国務省と協議するととも

に、その一例として 2018 年に日本大

使館で開催されるシンポジウムの準

備を行っている。 

・平成 29 年 9 月に発生した太陽フレア
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項目別評価調書 No.１ 

に伴う社会への影響について注意

喚起のための対応を行った。 

・宇宙天気ユーザーズフォーラムおよ

び宇宙天気ユーザー協議会を開催

し、宇宙天気情報の国内利用者の

拡大を図った。

以上から、年度計画を十分に達成し、

一部目標を上回る成果が得られたこと

から、評定を「Ｂ」とした。 

○電磁波計測基

盤技術（時空標

準技術）

社会経済活動

の秩序維持のた

めに不可欠な標

準時及び周波数

標準に関する基

礎的・基盤的な

技術の高度化を

図るため、安定

的かつ信頼性の

高い日本標準時

及び周波数国家

標準を目指して、

原子時計に基づ

く標準時発生技

術、その運用に

必要となる時刻・

周波数比較技術

及び時刻・周波

数供給に係る関

連技術、さらにテ

ラヘルツ帯の周

波数標準を確立

するための基礎

技術を研究開発

するものとする。

また、高精度な

計測技術の基盤

となり秒の再定

義にも適応可能

な周波数標準を

実現するため、

実運用に耐える

堅実な超高精度

周波数標準を構

築するとともに、

次世代の光領域

の周波数標準等

に関する基盤技

（３）電磁波計測基盤技術

（時空標準技術）

社会経済活動の基盤とな

る高品質な時刻・周波数を発

生・供給・利活用するため、

機構法第 14 条第 1 項第 3

号業務と連動した標準時及

び標準周波数の発生・供給

技術の研究開発を行うととも

に、次世代を見据えた超高

精度な周波数標準技術の研

究開発を行う。また、利活用

領域の一層の拡大のため、

未開拓なテラヘルツ領域に

おける周波数標準技術の研

究開発及び新たな広域時刻

同期技術の研究開発を行

う。 

（３）電磁波計測基盤

技術（時空標準技術）

（３）電磁波計測基盤技術（時空標準技術） （３）電磁波計測基盤技術（時空標準技

術）（３－１．機構法第 14 条第 1 項第

3 号の業務を含む）

・（ア）においては、本部のシステム更

新と共に小金井本部が激甚災害を

被った際のバックアップとなる神戸副

局のシステム構築がなされ、日本標

準時がより安定かつ耐災害性の高

いものとなる十分な見込みが出来た

ものである。とりわけ神戸副局につ

いては年間を通して滞りない時系生

成ができることを確認し、また両拠点

のシステムの高精度な同期も可能で

あることを示し、順調に目標を達し

た。

・（イ）においては、光標準によって日本

標準時をリアルタイムに評価出来る

ようになり、より自立した形で日本標

準時を維持する道筋が出来た。本成

果では日本標準時の運用に光時計

が利用可能であることを示しており、

従来の実験室内での成果とは一線

を画するものである。 

また、インジウムイオン周波数標準に

おいては新しいレーザー冷却の手法

を使用した形で実現し、従来の推奨

値がずれていることを 1 桁以上小さ

い不確かさで示して国際度量衡委員

会時間周波数諮問委員会の推奨値

を変更することとなり、時間周波数

の計量標準の分野に大きく貢献し

た。 

超高精度周波数比較技術において

は機構が開発した搬送波位相利用

双方向比較技術によって KRISS(韓

国)のイッテルビウム(Yb)光格子時計

との周波数比較を行ったものであ

り、はじめて海を隔てた時計間で 16

桁の周波数比較ができることを実証

した重要な成果である。 

（ア）標準時及び標準周波数

の発生・供給技術

原子時計に基づく標準時

発生技術、その運用に必要

となる時刻・周波数比較技術

及び標準時の分散構築技術

等の研究開発を行い、信頼

性向上に向けた分散システ

ムを設計する。また、一般利

用に向けた標準時供給方式

に関する研究開発を行う。

（ア）標準時及び標準

周波数の発生・供

給技術

・ 標準時発生・分散

構築技術の研究に

おいては、神戸副局

での標準時発生及

び運用に関して、定

常運用を見据えた

最終調整試験を実

施する。時刻・周波

数比較技術の研究

に お い て は 、 平 成

28 年度開発した簡

易な時刻比較手法

のための試作機を

用いた精度検証を

実施する。

（ア）標準時及び標準周波数の発生・供給技術

・機構法第 14 条第 1 項第 3 号業務については、日本標準時の発生において、ダウ

ンタイムなく協定世界時 UTC への同期を安定に保ちつつ(概ね±20ns 以内)運用

を行った。標準時の供給においても、標準電波（稼働時間率 99.96%）、テレホン

JJY(15 万アクセス/月)、NTP（13 億アクセス/日）など各種手法による供給を安定

に行った。

・機構本部の標準時発生・計測システム更新に関しては、計画に基づき調達した計

測・監視機器など各種システム装置の性能確認試験を実施した。その結果、精度

0.2 ピコ秒で各時計の時刻差を計測出来ることを確認した。 

・また、各供給システムのシステム更新を行い、光電話回線による供給システム、タ

イムビジネス用時刻供給システム等を本部及び神戸副局に整備した。

・アウトリーチ活動としては、標準時に関連する取材・電話対応（95 件）・見学対応(91

件)など多数を実施した。またセイコーミュージアムへの展示協力を行った。

・神戸副局での標準時発生及び運用では、日本標準時への同期精度を評価し、通

常（水素メーザーを周波数源に使用）なら 2ns、代替信号源（Cs 時計）の場合でも

7ns 程度で、日本標準時に同期することを確認した。また神戸副局のみと本部及

び神戸副局を統合した場合のそれぞれで、合成原子時が安定に生成できることを

確認した。 

・時刻・周波数比較技術の研究においては、開発中の試作機と既に国際比較で使

用されている時刻比較受信機との間で精度評価を行った。結果として、精度のふ

らつきは専用機と比べて 1.7 倍程度にとどまり、一般的なセシウムやルビジウム発

振器の比較に使用可能であることを確認した。
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術を研究開発す

るものとする。さ

らに、広域かつ高

精度な時刻同期

網の構築に関す

る基盤技術を研

究開発するもの

とする。 

また、VLBI 技術において大陸間・広

帯域・二偏波で相関処理が可能とな

ったインパクトは大きく、VLBI による

日欧大陸間周波数比較実験、時間

周波数諮問委員会作業部会におけ

る電波天文学との合同ワークショッ

プの計画等、時間周波数標準の分

野にも影響をもたらしつつある。 

・（ウ）においては、ワイワイについて目

標のナノ秒精度に達すると共に社会

実装につながるネットワーク時空間

同期やバッテリー駆動などが実現

し、結果多数の企業から問い合わせ

を受けるに至り非独占型の企業連

携について検討を開始することとな

った。超小型原子時計においては、

圧電 MEMS 共振器を利用した形でフ

リーラン時の位相雑音が極めて低い

GHz 帯発振器の開発に成功、さらに

これをデスクトップ型原子時計の原

振として利用して量子共鳴に安定化

された原子時計動作を実現した。当

該成果は、国際学会で発表すると同

時に報道発表も行い、民間企業や

大学との NDA や共同研究について

一層の加速や新規に開始されること

となった。

以上から、年度計画を十分に達成し、

一部目標を上回る成果が得られたこと

から、評定を「Ｂ」とした。 

（イ）超高精度周波数標準技

術

実運用に耐える安定した超

高精度基準周波数の生成が

可能なシステムを構築すると

ともに、次世代への基盤技

術として、現在の秒の定義で

ある一次周波数標準を超え

る確度を実現可能な光周波

数標準の構築及びその評価

に必要な超高精度周波数比

較技術の研究開発を行う。 

（イ）超高精度周波数

標準技術

・ 平成 28 年度に構

築した光周波数標

準について、時系の

評価等にその性能

を 活 用 す る と と も

に、さらなる精度向

上が期待出来る次

世代型の開発に着

手する。また、時計

光源の安定度向上

をもたらしうる次世

代型光共振器につ

いて、従来型に対し

てどの程度優位性

を見込めるかにつ

いて知見を得る。

・ 超高精度周波数比

較技術については、

国際科学衛星プロ

ジェクト ACES にお

ける日本代表機関

として、今後予定さ

れている衛星打上

げに向けて地上局

運用に必要な環境

整備を行う。また、

VLBI 周波数比較に

おいては、長距離の

VLBI 周 波 数 比 較

実証試験のため、

国外観測局との広

帯域観測を実施す

る。

（イ）超高精度周波数標準技術

・光周波数標準についてはストロンチウム光格子時計の定期的な運用から、日本標

準時の歩度をリアルタイムに推定することが可能となり、初めて光時計による歩

度評価を考慮した形で日本標準時の周波数調整を行った。昨年度実現した光格

子時計による時系生成については、Scientific Reports にて論文発表及び報道発

表を行った（新聞報道 3 件, web 掲載 57 件）。また、光格子時計とは違い特殊な温

度環境を用意することなく 18 乗台の確度が期待できる次世代のイオン系周波数

標準(インジウムイオン標準)についても、絶対周波数測定を行い周波数値を国際

度量衡委員会時間周波数諮問委員会に報告した。これにより従来欧米からのデ

ータに基づいて決定されていた推奨値及び不確かさを 15 年ぶりに更新した。次世

代型光共振器については、20K 以下に冷却するパルスチューブ冷凍機の温度振

動を避けるために放射冷却のみに依存した冷却手法を試みたが、共振器の支持

部からの入熱に対抗することが困難であることが判明した。また、本光共振器に

関する特許 2 件が登録された。 

・超高精度周波数比較技術については、国際宇宙ステーションを利用した原子時計

の時刻比較プロジェクト ACES の地上局運用に必要な電源供給系、ネットワーク

系、及び無線免許取得準備等の環境整備を進めた。 

・衛星仲介比較技術における成果としては、韓国国立研究所 KRISS との間で搬送波

位相比較の手法では安定度が 17 桁に達することを確認し、また光格子時計の周

波数比測定実験を実施しわずか 12 時間の測定時間で 16 乗台半ばの誤差を実

証した結果、国際学会で優秀論文とされて収録論文の執筆を依頼された。 

・VLBI 周波数比較については、長距離の広帯域 VLBI 周波数比較実証実験の準備

のため、オンサラ(スウェーデン)とタスマニア大学（オーストラリア）との広帯域

VLBI(3-14GHz)の試験観測を実施した。2 偏波 4 バンドのすべてのバンドでフリン

ジを検出し、長基線の VLBI 観測に対応した偏波合成ソフトウェア開発の試験デー

タを得た。

（ウ）周波数標準の利活用領

域拡大のための技術

周波数標準技術の利活用

拡大に向け、マイクロ秒以下

の精度で日本標準時に同期

する広域かつ高精度な時刻

同期網の構築に関する基盤

技術の研究開発を行う。ま

た、テラヘルツ周波数標準の

実現に向けた基礎技術の研

究開発を行う。 

（ウ）周波数標準の利

活用領域拡大のた

めの技術

・ 広域時刻同期技術

については、十分な

強度で無線双方向

通信が行うことがで

き、かつ反射波の少

ない環境において、

ナノ秒精度の時刻

変動計測能力及び

30cm の 距 離 変 動

計測精度を持つデ

（ウ）周波数標準の利活用領域拡大のための技術

・広域時刻同期において、平成 28 年度に作成したワイワイモジュール試作 2 号機の

ファームウェア改良により、高信頼な位相同期と、モジュール 7 台までのネットワ

ーク時空間同期を実現した。距離変動計測精度については、反射波が少ない電

波暗室で、移動速度が 5km 毎時以下の条件下で 10cm の計測精度を確認した。

さらに、見通し距離 5km での計測が可能なハイパワー版のワイワイモジュール試

作 3 号機を開発し、100m の通信距離でサブナノ秒の時刻比較精度を確認した。

加えて、フィールドでの社会実装を想定し、バッテリー内蔵の防水型モジュール試

作 4 号機を開発した。これらの研究成果を広く普及させるための非独占型の企業

連携について検討を開始した。

・テラヘルツ(THz)周波数標準技術では、参照用量子基準を検討し、確度評価が比

較的容易となる一酸化炭素(CO)分子での開発を進めた。具体的には THz 量子カ

スケードレーザーに気体コーティング法を適用することで、基準となる CO 吸収線
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バイスの開発を進

める。 

・ テラヘルツ周波数

標準技術について

は、広帯域絶対周

波数計測(1～3THz)

に対応したシステム

の開発に着手する

とともに、テラヘルツ

光源の高度化に適

した参照周波数基

準の研究を推進す

る。

・周波数標準の可搬

性向上については、

原子時計の小型化

に向け、アルカリ原

子の量子的な共鳴

を高安定・高感度に

捉える技術の開発

を進めるとともに、

原子時計システム

を構成する部品の

小型・集積化を進め

る。

を網羅したレーザー周波数可変に成功し、光源の準備が整った。一方、市販 THz

測定器の簡易校正機器となりうる、精度 6 桁程度の可搬型 THz 標準器の開発を

目的として、アセチレン(C2H2)分子に安定化された 2 台の光通信帯レーザーの

THz 差周波発生に着手し、要求される C2H2 分子の飽和吸収スペクトル観測に成

功した。 

・可搬型超小型原子時計については、開発するためのテストベンチを構築し、原子

共鳴を安定して補足する位相変調方式を新規に提案、実証実験に成功して論文

発表を行った。また、原子時計を構成する主要部品である高周波発振器に圧電

MEMS 共振器を応用、今までにない小型・低消費電力なシステムの構築に目処を

得て報道発表を行った(新聞掲載 6 件、web 掲載 77 件)。 

○電磁波計測基

盤技術（電磁環

境技術）

通信機器や家

電機器が動作す

る際の電磁両立

性を確保し、クリ

ーンな電磁環境

を維持するため、

電磁干渉評価技

術を開発するも

のとする。また、

広帯域電磁波及

び超高周波電磁

波に対する高精

度計測技術を研

究開発し、平成

32 年度までに機

構の試験・較正

業務へ反映する

ものとする。 

また、電波の安

全性を確保する

ために不可欠な

人体ばく露量特

性を正確に把握

（４）電磁波計測基盤技術

（電磁環境技術）

電磁環境技術は通信機器

や家電機器が動作する際の

電磁両立性を確保するため

に必要不可欠な基盤技術で

あることから、先端ＥＭＣ計

測技術や生体ＥＭＣ技術に

関する研究開発を行う。 

（４）電磁波計測基盤

技術（電磁環境技術）

（４）電磁波計測基盤技術（電磁環境技術） （４）電磁波計測基盤技術（電磁環境技

術）（３－３．機構法第 14 条第 1 項第

5 号の業務を含む）

・広帯域伝導妨害波測定装置の小型

化・高機能化に関する技術開発は、

実用可能な測定装置にむけた開発

を着実に進展させると同時に、1 年

の間に IEEE を含む 3 編の学術論文

に掲載されるなど科学的にも高く評

価され、当該分野を先導する成果で

ある。電磁耐性評価用広帯域アンテ

ナについては、製品化・標準化に向

けて国内大手の EMC 関連製品製造

業者との共同研究を開始し、数値シ

ミュレーション検討結果を反映させた

プロトタイプを初めて実現したことか

ら今後の産業界への貢献が大きく期

待できる。

・30MHz 以下の放射妨害波測定法の

国際標準化（CISPR 規格化）は、測

定に使用するアンテナの較正法を含

めて、世界各国との調整が進んでい

るが、機構の大型電波暗室における

測定結果や解析結果に基づき議論

を主導しており、我が国の産業界に

（ア）先端ＥＭＣ計測技術

電磁干渉評価技術として、

家電機器等からの広帯域雑

音に適用可能な妨害波測定

系の研究開発を行う。また、

広帯域電磁波及び超高周波

電磁波に対する高精度測定

技術及び較正技術の研究開

発を行い、機構が行う試験・

較正業務に反映する。 

（ア）先端ＥＭＣ計測技

術

・ 家庭用電気機器等

からの広帯域伝導

妨害波に対する測

定装置の小型化及

び高機能化を行う。

また、実環境を模し

た電磁干渉評価法

の検討として、近接

電磁耐性評価用広

帯域アンテナの実

現を目指した構造

検討及び試作等を

行う。家電機器等か

（ア）先端ＥＭＣ計測技術

・家庭用電気機器等で発生し電力線へ流出する広帯域伝導妨害波を周波数 1GHz

まで（世界初）測定可能な測定系について、測定装置の小型化（従来装置の 1/3

程度）に成功し、異なる伝搬モードの妨害波を分離して測定する機能を実現した。

また伝導妨害波測定に関する論文が IEEE EMC Magazine の年間ハイライト論文

に選出された。近接電磁耐性評価用広帯域アンテナの構造について、伝送線路

テーパー構造型アンテナの放射特性を数値シミュレーションにより最適化した。以

上の検討を元に評価用プロトタイプを試作し、国際電気標準会議(IEC)イミュニティ

規格(IEC61000-4-39)のアンテナ要求特性を満足していることを確認した。

・ワイヤレス電力伝送（Wireless Power Transfer：WPT）等の普及において重要となる

30MHz 以下の放射妨害波に対する測定場の条件と評価法について数値シミュレ

ーションによる検討を行い、国際無線障害特別委員会(CISPR)規格の委員会原案

の作成に寄与した。また、放射妨害波測定に用いるループアンテナの較正法につ

いて、CISPR 規格の委員会原案の作成に寄与した。また、30MHz 以下の電界プロ

ーブについて短縮モノポールアンテナを用いた較正法を開発した。 
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するため、テラヘ

ルツ帯までの周

波数の電波につ

いて、マルチスケ

ールのばく露評

価を実現するた

めの技術を研究

開発するものとす

る。また、５Ｇや

ワイヤレス電力

伝送システム等

での利用も考慮

して、6GHz 以上

や 10MHz 以下の

周波数帯等にお

ける国の電波防

護指針への適合

性評価技術を開

発するものとす

る。

さらに、国内研

究ネットワークの

形成・維持・発展

を図るなど、電磁

環境技術におけ

る国内の中核的

な研究機関として

の役割を果たす

とともに、研究開

発により得られた

知見や経験に基

づき、国際標準

化活動や関連す

る国内外の技術

基準等の策定に

寄与することで安

全・安心なＩＣＴ技

術の発展に貢献

するものとする。 

らの周波数 30MHz 

以下の放射妨害波

に対する測定場の

条件と評価法につ

いて検討を継続す

る。 

・ 超高周波電磁波に

対する較正技術に

ついて、300GHz ま

で使用可能な電力

計較正装置の構築

を 進 め 、 220GHz-

330GHz の 較 正 系

については、不確か

さの評価に着手す

る。広帯域電磁波

の計測法について、

スプリアス測定場に

おける広帯域電波

環境とその季節変

動を継続して計測す

るとともに、マルチ

パスの影響を検討

することにより、不

要電波の特性を調

査し、対策法につい

て検討を行う。

・超高周波電磁波に対する較正技術について、220GHz-330GHz 用のカロリーメータ

を開発し、国家標準とのトレーサビリティを確立した（平成 30 年 3 月 13 日報道発

表 新聞掲載 2 件、WEB 掲載 2 件、雑誌掲載 1 件）。市販の電力計を較正する装

置について不確かさの評価を行ない、機構法第 14 条第 1 項第 5 号に定める業務

を開始するための体制を整えた。（平成 30 年 4 月より業務開始） 

・広帯域電磁波の計測法について、スプリアス測定場における広帯域電波環境とそ

の季節変動を計測し、外来波に顕著な季節変動が見られないことを確認した。ま

た、マルチパス測定時に必要となる無線局免許について準備を進めるとともに、

不要波への対策技術について検討した。更に、次世代型レーダーの急峻なスペク

トルに対応可能な広帯域測定系フロントエンドフィルタ制御部を実現した。

おける当該分野の技術基盤の構築

への貢献が期待できる。 

・国家標準にトレーサブルな標準器（カ

ロ リ ー メ ー タ ） を 開 発 し 、 目 標 の

300GHz を超える周波数（220GHz-

330GHz）において、市販の電力計を

較正するサービスの体制を整備した

ことは、平成 34 年度に完了が予定さ

れる新スプリアス規格への移行に不

可欠な成果である。また、電力の正

確な測定を可能としたことは、超高

周波帯における無線通信システム

の開発や、そのための伝搬特性の

解明、平成 31 年に開催される WRC-

19（2019 年世界無線通信会議）にお

ける 275 GHz-450 GHz の周波数割

当てに関する議論などに貢献できる

成果である。

・広帯域電磁波の計測法については、

次世代型固体素子レーダーの導入

にも貢献する重要な取り組みであ

る。 

・生体組織の電気定数は、ばく露評価

において必須かつ評価精度に直結

する重要な量であるため、電気定数

データの高精度化の意義は大きい。

・ミリ波帯までの高精度ばく露評価の成

果は、著名国際論文誌（平成 28 年

の IF は 2.742）に掲載され、学術的に

も高く評価される。さらに本成果が根

拠として採用された ICNIRP や IEEE

等の次期改定国際ガイドラインは、

世界各国の電波防護規制に反映さ

れる見込みであり、５Ｇシステムの導

入を迎え社会的な貢献は非常に大

きい。 

・テラヘルツ分光計測を用いた表皮組

織のばく露特性に関する成果は関

連学会から高い評価を受け、将来の

テラヘルツ帯電波利用システムの安

全性評価とともに医療・生体工学等

への貢献も見込める重要な成果で

ある。

・IEC 技術報告(TR)への機構提案の収

録は、提案技術の性能・信頼性・実

用性・再現性等の観点から厳しい評

価を経た結果であり、適合性評価に

関する成果の高い有用性を示すも

のである。 

・電気自動車用 WPT システムの適合

性評価法の成果は、実用化が進む

（イ）生体ＥＭＣ技術

人体が電波にさらされたと

きの安全性確保に不可欠な

人体ばく露量特性をテラヘル

ツ帯までの周波数について

正確に評価するための技術

として、細胞～組織～個体レ

ベルのばく露評価技術の研

究開発を行う。

また、第５世代移動通信シ

ステム（５Ｇ）やワイヤレス電

力伝送システム等の新たな

無線通信・電波利用システ

ムに対応して、10MHz 以下

や 6GHz 以上の周波数帯等

における電波防護指針適合

性評価技術の研究開発を行

う。

さらに、大学・研究機関等と

の研究ネットワーク構築や共

同研究の実施等により、電

磁環境技術に関する国内の

中核的研究機関としての役

割を果たすとともに、研究開

（イ）生体ＥＭＣ技術

・ テラヘルツ帯まで人

体の電波ばく露評

価技術を開発する

ために、電気定数測

定手法に関する検

討、低周波数帯電

気定数測定データ

の取得、ミリ波帯に

おける近傍電磁界

測定手法、テラヘル

ツ帯における分光

計測手法と相互作

用シミュレーション

手法等についての

検討を行う。

・ 最新・次世代電波

利用システムの適

合性評価技術を開

発するために、SAR

（ Specific

Absorption Rate：比

吸収率）高速測定方

法の不確かさ評価、

（イ）生体ＥＭＣ技術

・テラヘルツ帯まで人体の電波ばく露評価技術を開発するために、電気定数測定手

法に関する検討、低周波数帯電気定数測定データの取得、ミリ波帯における近傍

電磁界測定手法、テラヘルツ帯における分光計測手法と相互作用シミュレーショ

ン手法等についての検討を行った。その結果、ミリ波帯までの生体組織電気定数

測定に基づく高精度な人体ばく露評価の研究成果が英国物理学会発行の論文誌

（Physics in Medicine and Biology）に掲載され、国際非電離放射線防護委員会

（ICNIRP）や IEEE 等の国際ガイドラインの次期改定の根拠として採用されている。

また、テラヘルツパルス分光計測手法を用いた世界初の表皮組織ばく露特性の

定量的分析を実施し、国際学術会議（ International Workshop on Photonics

Applied to Electromagnetic Measurements (PEM2017)）において最優秀論文賞を

受賞した。

・最新・次世代電波利用システムの適合性評価技術を開発するために、比吸収率

(SAR)高速測定方法の不確かさ評価、WPT システムの局所 SAR 評価手法の開

発、５Ｇ/WiGig システム等のミリ波帯携帯無線端末からの人体ばく露評価量等に

ついての検討を行った。さらに、SAR 較正業務の効率化及びその妥当性評価・検

証を行った。その結果、WPT の SAR 測定を世界に先駆けて実証し、提案手法が

IEC 技術報告（TR 62905）に反映された。また、５Ｇ/WiGig システム等のミリ波帯携

帯無線端末の適合性評価のための近傍電磁界再構成手法を開発・実証し、IEC

技術報告（TR 63170）に反映された。
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発で得られた知見や経験に

基づき、国際標準化活動や

国内外技術基準の策定等に

寄与すると同時に、安心・安

全なＩＣＴの発展に貢献する。 

WPT （ Wireless 

Power 

Transmission ： ワ イ

ヤレス電力伝送）シ

ステムの局所 SAR

評価手法の開発、５

Ｇ /WiGig （ Wireless

Gigabit LAN）システ

ム等のミリ波帯携帯

無線端末からの人

体ばく露評価量等

についての検討を

行 う 。 さ ら に 、 SAR

較正業務の効率化

及びその妥当性評

価・検証を行う。

WPT の普及・発展に大きく貢献して

いる。また、世界で初めて実証した

WPT の SAR 測定法は、従来よりも

精密な適合性評価を可能とし、将来

のより大電力な WPT の開発・普及に

貢献する成果である。 

・５Ｇシステムの適合性評価に関する

成果は、我が国が世界に先駆けて導

入を目指す５Ｇの実用化に大きく貢献

するものである。特に、近傍電磁界再

構成手法は IEC で検討中の５Ｇに対す

る主要適合性評価方法の妥当性を実

証するものであり、高度なばく露評価

技術を有する機構の能力と重要性を国

際標準化の関係者に強くアピールする

成果である。

・工学系、医学・生物系大学や研究開

発機関との幅広い共同研究によって国

内における強固な研究ネットワークを

構築している。機構はその中核的機関

として、戦略的な研究開発や標準化活

動を推進した。

・国内・国際標準化会議に参画し、専

門的知見に基づく非常に多くの寄与を

行なっている。さらに機構の研究成果

や技術的な寄与を反映した国際規格

や国内答申・法令等も成立しているこ

とは、我が国の国際・国内標準化活動

に対する大きな貢献と言える。

以上から、年度計画を十分に達成し、

一部目標を上回る成果が得られたこと

から、評定を「Ｂ」とした。 

研究開発の実施に

おいては、大学・研究

機関等との研究ネット

ワーク構築や共同研

究実施、協力研究員

の受け入れ等により、

電磁環境技術に関す

る国内の中核的研究

機関としての役割を

果たすとともに、研究

開発で得られた知見

や経験を 、ITU、 IEC

等の国際標準化活動

や国内外技術基準の

策定等に寄与する。

・大学・研究機関等との共同研究（実績：大学 16、国立研究機関 5、公益法人 1、民

間企業 3)や協力研究員の受入などによる研究ネットワーク構築、オープンフォー

ラム NICT/EMC-net の活動などを通じて、電磁環境技術に関する国内の中核的

研究機関として研究開発を実施した。

・研究開発で得られた知見や経験に基づき、下記に示す通り ITU、IEC、ICNIRP 等の

国際標準化および国内外技術基準の策定に対して大きく貢献した（人数はいずれ

も延べ）。 

・国際会議エキスパート・構成員 48 名、国際標準化会議出席（電話会議含）57 名、

国際寄与文書提出 37 編、機構寄与を含む国際規格の成立 12 編など。

・国内標準化会議構成員 75 名(うち座長・副座長 11 名)、会議出席 291 名、文書提

出 66 編、国内答申 2 編など。

３．機構法第 14 

条第 1 項第 3 

号から第 5 号ま

での業務 

機構は、機構法

第 14 条第 1 項

第 3 号（周波数

標準値の設定、

標準電波の発射

及び標準時の通

報）に基づき、社

会経済活動の秩

序維持のために

不可欠な尺度と

なる周波数標準

値を設定し、標準

電波を発射し、及

３．機構法第 14 条第 1 項

第 3 号、第 4 号及び第 5

号の業務 

３－１．機構法第 14 条第 1

項第 3 号の業務 

機構法第 14 条第 1 項第

3 号は、正確な時刻及び

周波数の維持に不可欠な

業務を規定したものであ

る。この業務は、社会経済

活動の秩序維持のために

必要不可欠な尺度となる

周波数標準値の設定、標

準電波の発射及び標準時

の通報を行うものであり、

正確な時刻及び周波数の

維持に不可欠である。この

３．機構法第 14 条第

1 項第 3 号、第 4 号及

び第 5 号の業務 

３－１．機構法第14条

第 1 項第 3 号の業

務 

機構法第 14 条第 1 

項第 3 号に定める業

務を、関連する研究

開発課題と連携しな

がら、継続的かつ安

定的に実施する。 

＜評価軸＞ 

● 業 務 が 継

続 的 か つ 安

定 的 に 実 施

さ れ て い る

か。

＜指標＞ 

● 各 業 務 の

実施結果とし

て の 利 用 状

況 （ 評 価 指

標）

● 各 業 務 の

実 施 状 況

（ モ ニ タ リ

ング指標）

３．機構法第 14 条第 1 項第 3 号、第 4 号及び第 5 号の業務 

３－１．機構法第 14 条第 1 項第 3 号の業務 

・機構法第 14 条第 1 項第 3 号業務については、日本標準時の発生において、ダウ

ンタイムなく協定世界時 UTC への同期を安定に保って運用を行った。標準時の供

給においても、標準電波、テレホン JJY、NTP など各種手法による供給を安定に

行った。

・機構本部の標準時発生・計測システム更新に関しては、昨年度調達した高精度時

刻差計測装置について、長期試験を実施した結果、実運用に支障ない性能が出

ていることを確認した。 

・また、研究開発課題と連携した成果として、新方式となる光電話回線による時刻供

給システムの開発を行い、実験運用を開始した。

・アウトリーチ活動としては、標準時に関連する取材及び見学対応など多数を実施し

た。

１-（３）電磁波計測基盤技術（時空標

準技術）に含めて自己評価 

機構法第 14 条第 1 項第 3 号業務につ

いて、研究開発課題と連携しながら、

継続的かつ安定に実施するだけでな

く、神戸副局の整備等さらなる安定運

用に資する改善を積み重ねた。 
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項目別評価調書 No.１ 

び標準時を通報

する業務を行っ

ている。 

また、機構は、

機構法同条同項

第 4 号（電波の

伝わり方の観

測、予報及び異

常に関する警報

の送信、並びに

その他の通報）に

基づき、短波帯

通信の途絶や衛

星測位の誤差増

大等の影響を生

じさせる太陽活

動や地磁気及び

電離圏の乱れ、

宇宙放射線の変

動に関する観測

や予報・警報を行

っており、安定的

な社会経済活動

の維持に不可欠

な電波の伝わり

方の観測等の業

務である。 

さらに、機構

は、機構法同条

同項第 5 号（無

線設備（高周波

利用設備を含

む。）の機器の試

験及び較正）に

基づき、社会経

済活動に不可欠

な無線設備の性

能に関する試験

や測定結果の正

確さを保つため

の較正を行って

おり、電波の公平

かつ能率的な利

用を実現するた

めには不可欠な

業務である。 

これらの業務は、

社会経済活動を

根底から支えて

いる重要な業務

であり、継続的か

つ安定的に実施

ため、機構は関連する研

究開発課題と連携しなが

ら、これらの業務を継続的

かつ安定的に実施する。 

３－２．機構法第 14 条第 1

項第 4 号の業務 

機構法第 14 条第 1 項第

4 号は、電波の伝わり方の

観測、予報及び異常に関

する警報の送信、並びに

その他の通報に関する業

務を規定したものである。

この業務は、短波帯通信

の途絶や衛星測位の誤差

増大等の影響を生じさせ

る太陽活動や電離圏の乱

れ、宇宙放射線の変動に

関する観測や予警報（い

わゆる宇宙天気予報）を

行うものであり、安定した

電波利 用に 不可欠であ

る。このため、機構は関連

する研究開発課題と連携

しながら、これらの業務を

継続的かつ安定的に実施

する。 

なお、平成 29 年度補正

予算（第１号）により追加

的に措置された交付金に

ついては、災害の防止の

ために措置されたことを認

識し、宇宙天気の観測装

置及び制御・分析・配信セ

ンタの多重化のために活

用する。

３－２．機構法第14条

第 1 項第 4 号の業

務 

機構法第 14 条第 1 

項第 4 号に定める業

務を、関連する研究

開発課題と連携しな

がら、継続的かつ安

定的に実施する。 

なお、平成 29 年度

補正予算（第１号）に

より追加的に措置さ

れた交付金について

は、災害の防止のた

めに措置されたことを

認識し、宇宙天気の

観測装置及び制御・

分析・配信センタの多

重化のために活用す

る。 

３－２．機構法第 14 条第 1 項第 4 号の業務 

・機構法第 14 条第 1 項第 4 号に定める業務を、関連する研究開発課題と連携しな

がら、継続的かつ安定的に実施した。電波の伝わり方の監視および予報を行い、

情報を電子メール（1 日約 1 万件）および Web（月間約 30 万アクセス）にて提供し

た。 

・平成 29 年 9 月に発生した太陽フレアに伴う社会への影響について注意喚起のた

めのプレスリリースを行うとともにプレス対応を行った（2 日間で 180 万件アクセ

ス）。

・国内 4 観測所（サロベツ・国分寺・山川・大宜味）での新電離層観測装置(VIPIR2)の

定常運用と解析ツール開発を実施した。

・長期間の宇宙天気予報データを用いて、予報精度の評価を実施し、電離圏擾乱の

基準（I-scale）を策定、誌上および ITU-R で発表するとともに宇宙天気予報会議

での利用を開始した。 

・宇宙天気予報業務システムの強靭化として、宇宙天気予報メール配信の外注化お

よび宇宙天気予報センターウェブサイトの機構内共通情報システム管理部署が

有するサーバーへの移行を完了した。 

・宇宙天気観測・情報発信システムの強靭化として、平成 29 年度補正予算を獲得し

た。

１-（２）宇宙環境計測技術に含めて自

己評価

機構法第 14 条第 1 項第 4 号に定める

業務を、関連する研究開発課題と連携

しながら、継続的かつ安定的に実施し

た。 

３－３．機構法第 14 条第 1

項第 5 号の業務 

機構法第 14 条第 1 項第 5 号

は、高周波利用設備を含む

無線設備の機器の試験及び

較正に関する業務を規定し

たものである。この業務は、

社会経済活動に不可欠な無

線設備の性能に関する試験

や、その測定結果の正確さ

を保つための較正を行うもの

であり、電波の公平かつ能

率的な利用を実現するため

には不可欠である。このた

め、機構は関連する研究開

３－３．機構法第14条

第 1 項第 5 号の業

務 

機構法第 14 条第 1 

項第 5 号に定める業

務を、関連する研究

開発課題と連携しな

がら、継続的かつ安

定的に実施する。 

３－３．機構法第 14 条第 1 項第 5 号の業務 

・機構法第 14 条第 1 項第 5 号に定める業務を、関連する研究開発課題と連携しな

がら、継続的かつ安定的に実施し、電波の公平かつ能率的な利用の実現に貢献し

た（較正件数 55 件）。特に周波数 30MHz 以下の妨害波測定に用いるループアンテ

ナについては、国家標準にトレーサブルな較正システムを構築し業務を開始した。

１-（４）電磁波計測基盤技術（電磁環

境技術）に含めて自己評価 

機構法第 14 条第 1 項第 5 号に定め

る業務を、関連する研究開発課題と連

携しながら、継続的かつ安定的に実施

した。 
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するものとする。

本業務は、「１．Ｉ

ＣＴ分野の基礎

的・基盤的な研

究開発等」におけ

る研究開発課題

の一定の事業等

のまとまりに含ま

れるものとし、評

価については、

別紙２に掲げる

評価軸及び指標

を用いて、研究開

発課題と併せて

実施する。 

発課題と連携しながら、これ

らの業務を継続的かつ安定

的に実施する。 

４．その他参考情報 

（諸事情の変化等評価に関連して参考となるような情報について記載） 
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